
【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか？DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにご相談く
ださい。▷日時　月～土曜日（第１・３・５月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く）9:00～17:00　▷相談専用電話 TEL 0120（288）322
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健康

人間ドック利用補助

　人間ドックの受診により生活習慣病をは
じめとした病気を早期に発見することが出
来ます。
▷対象　台東区の国民健康保険または後

期高齢者医療制度に加入している35歳
以上（申込時点）で、前年度までの保
険料を完納している方
▷補助額　20,000円（年度に1回まで）
▷申込方法　電子申請か問

合せ先へ
▷問合せ　国民健康保険課
　 TEL（5246）1251

精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの方へ

　4月1日から、東日本旅客鉄道㈱等にお
いて、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に
第一種精神障害者（障害等級1級）または
第二種精神障害者（障害等級2・3級）の
いずれの区分に該当する記載のある精神障
害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象とし
た精神障害者割引制度が導入されました。
　お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅
客運賃割引区分が記載されたシールを貼付
します。ご希望の方は、6月30日㈪までに、
問合せ先に精神障害者保健福祉手帳をお持
ちください。
　なお、家族、医療機関職員など本人以外
の方でも手続きできます。
※7月1日㈫以降は、東京都福祉局障害者

施策推進部精神保健医療課または東京
都立中部総合精神保健福祉センターで
の対応となります。
▷問合せ　台東保健所5階保健予防課　
　 TEL（3847）9405

助成金交付申請書（第1号様式、区HP
からダウンロード可）に①研修の修了
証明書の写し　②研修受講費用の領収
書（原本）　③本人確認書類を添えて問
合せ先へ郵送か持参
▷問合せ　〒110－8615　台東区役所
　介護保険課（区役所2階④番）　
　 TEL（5246）1243

保険・年金

国民健康保険加入者で他の健
康保険へ加入した方へ
～届出をお忘れなく～

　国民健康保険の加入者が新しく職場の健
康保険に加入した時や、その被扶養者にな
った時は、14日以内に国民健康保険課（区
役所2階⑫番）、区民事務所・同分室で国
民健康保険をやめる手続きをしてください。
　届出により国民健康保険料が変更となる
場合は、後日世帯主あてに保険料変更通知
書を送付します。
▷必要な物　①本人確認書類（マイナンバ

ーカード、運転免許証等）　②マイナン
バーが確認できる書類　③新しく加入
した健康保険に関する「資格情報のお
知らせ」または「資格確認書」　④台東
区が発行した「健康保険証」、「資格情
報のお知らせ」または「資格確認書」

※他の健康保険に加入した方全員分。
※郵送での手続きを希望する方は、国民

健康保険を喪失するための書類と返信
用封筒を郵送しますので、お問合せく
ださい。
●ご注意ください　
　職場の健康保険の「資格取得年月日」ま
たは「扶養認定年月日」以降に台東区の国
民健康保険証や資格確認書等を使って診療
を受けた場合、区が負担した医療費を後日
返還してもらうことになります。
▷問合せ　国民健康保険課
　 TEL（5246）1252

▷申請期限　研修終了日から1年以内
▷問合せ　障害福祉課(区役所2階⑩番)
　 TEL（5246）1058

金婚・ダイヤモンド婚
おめでとうございます
●金婚
・内田 秀雄・典子（池之端3）
・早川 英夫・貞子（日本堤1）
・増田 兼三・雅子（浅草1）
●ダイヤモンド婚
・成嶋 繁夫・洋子（三ノ輪1）　
　結婚50周年（ダイヤモンド婚は60周年）
を迎えるご夫婦で、2月までに申請した方
を掲載しています（申請順･敬称略）。
　掲載を希望する方は、ご連絡ください。
▷申込み・問合せ　高齢福祉課
　 TEL（5246）1221

介護職員研修受講費用の助成

　区では、区内介護サービス事業所におい
て介護職員として就労している方に対し、
介護職員初任者研修、介護職員実務者研修
の受講費用を助成します。
▷対象者　次の全てに該当する方
①介護職員初任者研修または介護職員実務

者研修を修了後、1年以内
②区内の介護サービス事業所に介護職員と

してすでに3か月以上継続して就労して
いるか、研修の修了日から3か月以内に
介護サービス事業者と雇用契約を結び、
区内の介護サービス事業所に介護職員と
して3か月以上継続して就労している

③助成金の交付の申請に係る研修受講費用
について、他に助成を受けていない
▷金額　研修を実施した養成機関に支払っ

た研修受講費用（テキスト代、実習に
要した費用等を含む）

※助成上限額は、介護職員初任者研修が8
万円、介護職員実務者研修が15万円です。
▷対象人数　初任者研修15人、実務者研

修20人
※予算額に達し次第終了。
▷申請方法　台東区介護職員研修受講費用

福祉
（高齢・障害等）

補助犬を希望する方へ

▷対象　区内在住の満18歳以上の在宅の方
で、次の身体障害者手帳をお持ちの方　
①視覚障害1級（盲導犬）　②肢体不自
由1・2級（介助犬）　③聴覚障害2級（聴
導犬）　

※その他所得や補助犬訓練事業者との事前
相談等の要件があります
ので、詳しくは申請前に
お問合せください。
▷問合せ　障害福祉課
　 TEL（5246）1201

障害福祉サービス等職員研修
受講費用助成

　区内の障害福祉サービス等事業所に勤務
する職員の方に対し、専門性を高めるため
に必要な研修の受講費用を助成します。
▷対象者　次のいずれかに該当する方
①区内の障害福祉サービス事業所に3か月

以上就労し、研修終了後も就労する意
思がある

②研修修了日から3か月以内に区内の障害
福祉サービス事業所と雇用契約を結び、
3か月以上就労している

※他の助成を受けている方は除く。
▷対象研修　介護職員初任者研修、介護職

員実務者研修、重度訪問介護従事者養
成研修、同行援護従事者養成研修、強
度行動障害支援者養成研修、移動支援
従事者養成研修
▷対象人数　各研修5人程度
※予算額に達し次第終了。
▷申請方法　申請書（区HP

からダウンロード可）に
　①研修の修了証明書の写し
　②研修受講費用の領収書の

写し　③本人確認書類を添
えて問合せ先へ持参

詳しくはこちら

詳しくはこちら

保険料の計算方法等、詳しくは区HPをご覧ください。
▷問合せ　国民健康保険については国民健康保険課資格係 TEL（5246）1252
　　　　　後期高齢者医療制度については国民健康保険課後期高齢者保険係 TEL（5246）1491 後期高齢者

医療制度国民健康保険

７年度の保険料率等が決定しました（国民健康保険、後期高齢者医療制度）

※1	 国民健康保険料に含まれる
介護納付金分は、40～64
歳の方が対象です。

　　 65歳以上の方の介護保険
料は、介護保険課より別途
通知します。

※２	義務教育就学前の被保険者
は均等割額が5割減額され
ます。

●国民健康保険料　所得割料率・均等割額が以下のように決定しました。6月13日㈮に国民健康保険料の通知を発送する予定です。

●後期高齢者医療制度
　後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および65歳以上で一定の障害があり認定を受けた方を対象とした医療制度です。後期高齢者医療保険料は東京都後期高齢
者医療広域連合で決められ、被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料率は、2年ごとに見直しが行われ、都内で均一です。

後期高齢者医療制度保険料額（年額）

保険料額
（限度額80万円）

均等割額
被保険者一人あたり４７,３００円

所得割額
賦課のもととなる所得金額× 9.６７％= +

国民健康保険料の所得割料率・均等割額
所得割料率 均等割額 ※2 最高限度額

7年度 6年度 前年度比較
(ポイント) 7年度 6年度 前年度比較 7年度 6年度 前年度比較

医療分 7.71% 8.69% －0.98 47,300円 49,100円 －1,800円 66万円 65万円 ＋1万円

後期高齢者
支援金分 2.69% 2.80% －0.11 16,800円 16,500円 +300円 26万円 24万円 ＋2万円

小計 10.4% 11.49% －1.09 64,100円 65,600円 －1,500円 92万円 89万円 ＋3万円

介護納付金分 ※1 2.25% 2.19% +0.06 16,600円 16,500円 +100円 17万円 17万円 ―

合計 12.65% 13.68% －1.03 80,700円 82,100円 －1,400円 109万円 106万円 ＋3万円

詳しくはこちら


